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No. 質　　　　疑 回　　　　答

1
業務実績が「木製橋梁の設計業務」とのことです
が、人道橋の補修設計も業務実績となりますか。

種類を問わず、「木製橋梁の設計」であれば実績の
対象と想定しております。
条件に該当するかは最終的に落札候補者となった
際の事後審査で判断いたします。

2
機械経費の中には外観変状調査に使用するフロー
ト等の経費も含まれますか。

含まれております。

3
令和７年に実施された橋梁点検の点検調書は閲覧
可能でしょうか。

R7点検結果資料を参考資料として道路建設課担当
窓口で公開いたしますが、現地確認のうえ見積願
います。

4
補修対象は上部工ですが、上部工以外が補修対
象となった場合は設計変更対象となりますか。

必要に応じ、その都度協議いたします。

5

上部工が使用限界と判断された場合は、部材交換
が必要になると考えられますが、
構造計算を伴う部材交換となった場合は設計変更
対象となりますか。

必要に応じ、その都度協議いたします。

6
入札に際して、点検調書の開示はしていただけま
すでしょうか。

R7点検結果資料を参考資料として道路建設課担当
窓口で公開いたしますが、現地確認のうえ見積願
います。

7
現地調査の結果、各種試験が必要と判断された場
合、設計変更の対象となりますでしょうか。

必要に応じ、その都度協議いたします。

8
検討の結果、上部工の架け替えが必要と判断され
た場合、設計変更の対象となりますでしょうか。

必要に応じ、その都度協議いたします。

9
入札参加資格に木製橋梁の設計業務の契約実績
を有することとあるが、公園園路設計の一環として
設計した公園木橋は実績として認められるか。

設計業務内の一環で木製橋梁の設計を行っている
ことが明らかであれば実績の対象と想定しておりま
す。
条件に該当するかは最終的に落札候補者となった
際の事後審査で判断いたします。
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